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湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
政
令
で
定
め
る
市
の
長
に
よ
る
事
務
の
処
理
）

（
政
令
で
定
め
る
市
の
長
に
よ
る
事
務
の
処
理
）

第
十
二
条

法
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次

第
十
二
条

法
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の
は
、
つ
く
ば
市
、
千
葉
市
、
船
橋
市
、
松
戸
市
、
柏
市
、
大
津

に
掲
げ
る
も
の
は
、
千
葉
市
、
船
橋
市
、
松
戸
市
、
柏
市
、
大
津
市
、
京
都
市

市
、
京
都
市
、
岡
山
市
及
び
倉
敷
市
の
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
令
市

、
岡
山
市
及
び
倉
敷
市
の
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
政
令
市
の
長
」
と
い

の
長
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
前

う
。
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
前
段
に
規
定
す

段
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
は
、
政
令
市
の
長

る
事
務
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
は
、
政
令
市
の
長
に
関
す
る
規

に
関
す
る
規
定
と
し
て
政
令
市
の
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

定
と
し
て
政
令
市
の
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）


